
母子家庭等自立支援教育訓練給付金について 

対象者 

（1）児童扶養手当の支給を受けている又は同等の所得水準であること。 

（2）就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況などから講座（下記）を受

けることが、適職に就くために必要であると認められるとき。 

（3）過去に本給付金を受給していないこと。 

（過去に本給付金を受給している方は、受給できません。） 

 

対象講座 

雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座（※１）又はこれに準じ知事が指

定する講座（※１）対象講座は、厚生労働省が指定した教育訓練講座等 

注意）対象講座開始日１か月前までに管轄の福祉事務所に申請を行い、指定を受け

る必要があります。 

 

給付額 

① 雇用保険法による一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の受給資格が

ない方 

・ 受講経費の６割相当額（上限２００,０００円、下限１２,００１円） 

② 雇用保険法による専門実践教育訓練給付金の受給資格がない方 

・ 受講経費の６割相当額または修学年数×２０万円の少ない方の額 

（上限８００,０００円、下限１２,００１円） 

③ ①及び②以外の方（雇用保険法による訓練給付金の受給資格がある方） 

・ ①及び②の額から雇用保険法による一般教育訓練給付金または特定一般教育訓

練給付金もしくは専門実践教育訓練給付金の額を差し引いた額 

 

問い合わせ先 

詳細は、以下の県の福祉事務所にお問い合わせください。 

なお、各市にお住まいの方は各市役所にお問い合わせください。 

 

県福祉事務所 郵便番号 所在地 電話番号 

宇城福祉事務所 869-0532 宇城市松橋町久具 400-1 0964-32-0517 

玉名福祉事務所 865-0016 玉名市岩崎 1004-1 0968-74-2117 

菊池福祉事務所 861-1331 菊池市隈府 1272-10 0968-25-0689 

阿蘇福祉事務所 869-2301 阿蘇市一の宮町宮地 2402 0967-24-9034 

上益城福祉事務所 861-3206 上益城郡御船町辺田見 396-1 096-282-0215 

八代福祉事務所 866-8555 八代市西片町 1660 0965-33-8756 

芦北福祉事務所 869-5461 葦北郡芦北町芦北 2670 0966-82-2128 

球磨福祉事務所 868-0056 人吉市西間下町 86-1 0966-22-1040 

天草福祉事務所 863-0013 天草市今釜新町 3530 0969-22-4241 

 


